
 
 

令和３年度 東京都入札監視委員会 
第１回 制度部会 

 

 

 

 

 

 

○ 次 第 

１ 開会 

２ 出席者及び定足数の確認 

３ 議事進行の説明 

４ 資料の説明 

５ 審議 

(1) 施工時期等の平準化について【経過報告】 資料１ 

(2) 工事の総合評価方式について【経過報告】 資料２ 

  ６ 閉会 

○ 日時：令和３年８月 11 日（水） 午後１時 30 分から 

○ 会場：都庁第一本庁舎 16 階 特別会議室 S4 

   （ ※上記会議室を拠点としたオンライン会議 ） 
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施工時期等の平準化について【経過報告】

１．平準化を取り巻く社会状況

H26.06 ・品確法において、発注者の責務として「計画的に発注を⾏うとともに、適切な⼯期を設定するよう努めること」が規定
H27.01 ・「発注関係事務の運用に関する指針」において、発注者に対し、施工時期の平準化に努めることが規定

R01.06 ・改正品確法において、発注者の責務として、「公共工事等の実施の時期の平準化」が規定
・改正入契法において、公共⼯事の発注者に施⼯時期の平準化のための方策を講ずることが「努⼒義務化」

R01.10 ・「公共⼯事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」が改正され、施工時期の平準化を図るための措置を
講ずることが規定

R02.01 ・「発注関係事務の運用に関する指針」が改正され、平準化の取組強化が位置づけ

２．平準化に向けた東京都のこれまでの取組状況

■H28〜H30年度︓発注時期の平準化……【⼯事】集中期（10〜12⽉）と端境期（3〜5⽉）の発注件数の⽐率を概ね1.5倍程度とする

■R01〜R03年度︓施工時期等の平準化
【⼯事】4〜6⽉の平均稼働件数 ／ 年度の平均稼働件数 【設計等委託】2〜3⽉に履⾏期限を迎える割合

資料１
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図１ 平準化の推移（工事）

業種 建築 土木 設備

⽬標（R3年度） 0.90以上 0.90以上 0.80以上

52 
49 

52 
48 

47 

56 

36 

41 
34 

30
35
40
45
50
55
60

H30 R01 R02 R03

設計 測量 地質調査

図２ 平準化の推移（設計等委託）

業種 設計 測量 地質調査

⽬標（R3年度） 40％以下 40％以下 35％以下
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施工時期等の平準化について【経過報告】

３．平準化に向けた東京都の具体的な取組内容

４．今後の方向性について

■ 工期12か⽉未満の債務負担⾏為、ゼロ都債、繰越明許費の積極的な活用
■ 技術者の確保を柔軟に⾏える技術者配置準備期間を設定する制度の活用
■ 年度当初に速やかに発注できるよう前年度のうちに積算までを完了（積算の前倒し）
■ 電⼦調達システムの年間発注予定表の検索機能の充実
■ 発注予定⼯事が地区単位で一括して確認できるよう、関東地方整備局が推進する発注⾒通しの統合・公表へ参画

視点①︓平準化に係る取組の⼀層の推進

視点②︓設計等委託に係る取組の促進

視点③︓関係部署との連携強化

➢ 過去の実績の推移を⾒ると、⼯事に⽐べ設計等委託の平準化は、⽬標と現状の乖離が⼤きい
➢ R4年度予算要求を⽪切りにこれまでの取組内容の一層の活用を図るとともに、これまでより一歩進んだ取組を検討

➢ 一層の平準化の推進には、起⼯部署や計理部署、契約部署等の関係部署が連携する必要
➢ 平準化の意義や重要性について、様々な機会を捉え周知徹底

➢ 発注者の責務を果たしていくため、引き続き
平準化に取り組む

➢ 平準化の進捗・取組状況を⾒える化して、
継続的にフォローアップ

工事（4〜6⽉の平均稼働件数/年度の平均稼働件数）

2000

2500

3000

3500

4000

4500

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H30（0.75）

R02（0.84）

（件）

※建築、土木、設備をあわせた全体値

0

200

400

600

800

1000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H30（50.5％）
R02（51.0％）

設計等委託（2〜3⽉に履⾏期限を迎える割合）（件）

※設計、測量、地質調査をあわせた全体値



3

工事の総合評価方式について【経過報告】

１．制度改定の内容

■ 令和３年１⽉１⽇以降に公告等を⾏う案件から試⾏
■ 従前の価格点は、「経済性」の観点から低入札ほど評価が⾼くなるように設定していたが、新たに「履⾏の確実性」の観点を加え、
入札価格が一定の価格⽔準を下回ると、価格点での優位性がなくなるように⾒直し

■ 具体的には、調査基準価格に代わる「基準価格」を設定し、入札価格が「基準価格」を下回るほど、「履⾏の確実性」が損なわれる
可能性があるものとして、価格点を逓減

■ 入札価格が「特別基準価格」を下回る場合には、価格点を０点

≪制度イメージ≫
 

予定価格 調査基準価格 

【入札価格】 高 低 

 

低入札価格調査を実施 

下回っても、価格点は逓増 

入札価格が調査基準価格を 

（低価格帯の工事は即失格） 

 従前 

【
価
格
点
】 

予定価格 基準価格 特別基準価格 

【入札価格】 高 低 

 

入札価格が基準価格を下回るほど 

価格点が逓減していきます 

 R3.1～ 
⇒即失格にもならないことから、入札価格が基準価格
基準価格を下回っても、低入札価格調査は行いません 

⇒ 意図的な低入札は、かえって 

不利（落札困難）となります 

【
価
格
点
】 をわずかに下回りかつ技術点が高い場合に限っては 

落札の可能性が残ります 

資料２



4

工事の総合評価方式について【経過報告】

２．事前シミュレーション

■ 過去の入札実績に新たな価格点の算定式を適用した場合
■ 基準価格をわずかに下回った場合であれば落札の可能性が残ると想定

予定価格 基準価格 特別基準価格

⾼ 低【入札価格】

【
価
格
点
】

落札者の範囲 落札困難な範囲

基準価格をわずかに下回った場合で
あれば落札の可能性が残る

図１ 入札シミュレーション

（出典）⼯事における総合評価方式の一部改定（価格点の新たな評価の導入）に関する説明会資料
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■ 事前シミュレーション通りの結果
■ 基準価格をわずかに下回った価格帯（▲0〜1％）でも落札
■ その場合は基準価格を平均5,000円程度下回る
（最⼤で約75,000円下回る）

■ 技術点１位の会社が落札する割合は約９割

３．モニタリング結果（６⽉末までの落札案件）

12～11% 11～10% 10～9% 9～8% 7～6% 6～5% 2～1% 1～0% ▲0～1%

落札者 1 3 4 4 2 2 3 66 16

割合（％） 1% 3% 4% 4% 2% 2% 3% 65% 16%

表１ 入札価格と基準価格の差額が予定価格に占める割合の分布（落札者）

基準価格を平均5,000円程度下回る
（最大でも約75,000円）

≪適用状況≫
■ 対象⼯事………………………………101件（施⼯能⼒審査型93件、技術実績評価型8件） ※知事部局、落札ベース
■ 対象⼯事における延べ応札者数……566者（施⼯能⼒審査型526者、技術実績評価型40者）

工事の総合評価方式について【経過報告】

図３ 落札者の得点状況
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34％
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（者）

落札者 ⾮落札者

←基準価格

図２ 入札価格と基準価格の差額が予定価格に占める割合の分布


